
 平成２２年１２月１２日に執行する京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）

都市計画事業竹田地区土地区画整理審議会委員選挙の選挙人名簿について，土地区画

整理法施行令第２１条第１項の規定に基づき公衆の縦覧に供しましたが，同条第３項

の規定に基づく異議の申出はなく，同令第２２条第４項の規定に基づくこの選挙にお

いて選挙すべき委員の数等を次のとおり定めたので，同条第１項及び第４項の規定に

より次のとおり公告します。 

 

平成２２年１１月１０日 

京都市長 門 川 大 作 

 

１ 宅地の所有者が選挙すべき委員の数               ８人 

２ 宅地の所有者から選挙される委員の予備委員の数         ４人 

   

（建設局都市整備部整備推進課） 


